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研究成果の概要（和文）： 
本研究では、国際監査基準が民間部門に適用されたことに鑑み、これが将来的にわが国

の公監査基準にいかなるインパクトを与えるかを検討した。その結果、いくつかの無形資

産、監査人の倫理、財務諸表外情報等のいくつかの要素が重要であることを示した。さら

には、国際基準の観点から、現在の地方公共団体の監査制度の保証としての性格を検討し、

問題点を示した。これらを通じて、一般的な公監査基準のモデルのあり方が示された。 
 

研究成果の概要（英文）： 
In this study, it was examined the impacts on Japanese public sector auditing 

standards in future with the background that International Auditing Standards(IAS) 
was applied to Japanese private sector. In the result, some important factors like 
intangible assets, ethics of auditors and narrative information are found. Additionally, 
assurance aspects of current local government auditing in Japan are examined from 
the international point of view. Through these researches, the desirable model of public 
sector auditing standards is presented. 
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１．研究開始当初の背景 
国 際 監 査 基 準 （ ISA ： International 
Standards on Auditing）において、IOSCO
（証券監督者国際機構）の求めてきた基準本

文の改善プロジェクト（いわゆる明瞭性（ク

ラリティ）プロジェクト）が完成し、民間部

門においては、国際監査基準が我が国に導入

されることが決定的となっているという環

境が、研究開始当初にはあった。その後、国

際監査基準はわが国の監査の基準に導入さ

れ、金融庁企業会計審議会が策定する監査基

準が改訂され、日本公認会計士協会は実務指

針を全面改訂した。これらはすでに監査実務

に導入されるに至っている。 
 一方で、公監査、とりわけ政府部門（国お

よび地方公共団体）の監査においては、世界

的に民間部門の監査手法、監査モデルを導入

する傾向が顕著である。ところが、わが国に

おいては、その動きは必ずしも十分ではない

のが実情である。 
 そのような現状から、国際監査基準が今後

公監査、導入されて行くであろうと考え、先

駆的にその可能性を検討するとともに、これ

らにあたって解決すべき問題点を検討し、公

監査における基準となる監査モデルを検討

することが必要であろうと考えられた。 
 
２．研究の目的 
本研究は、政府部門を中心とした公的部門

の監査基準との関係、影響を、我が国の場合

を念頭に置いた上で必要に応じて国際比較

研究を行うものである。国際監査基準は、民

間部門の監査基準としての研究も未だ十分

ではないが、公監査の面ではその必要性があ

るにもかかわらず前期背景において述べた

ような状況から一層研究が進んでいない。そ

のような中で、本研究では、我が国に統一的

な基盤となる公監査基準がない中で、国際標

準に見合った公監査基準とはいかなるもの

かを提起し、公監査基準のモデルを考える場

合に必要な要因を示すことを目的としてい

る。これにより、この分野で比較的遅れてい

る我が国の公監査実務に対して、１つの指針

を示すことになる。 
 
３．研究の方法 
平成 22 年度は、国際監査基準に基づき、

我が国の監査基準及び実務指針が適宜改訂

されていく時期と重なった。また、国際会計

基準（IAS/IFRS）のわが国への導入が遅れて

いる現状があり、結果としてわが国では国際

監査基準の本格導入が先行した関係にあっ

た。これらをふまえ、それぞれに対応する基

準等について、会計基準、監査基準の関係性

を検討することから研究をスタートさせて

いる。これらについては、当年度中に適宜研

究成果として論文発表を行っている。 

あわせて、ここまでの国際監査基準及び、

国際的な政府・非営利組織監査基準等に関す

る資料を収集し、分析するものとする。また

ここでは、海外共同研究者（マーク・クリス

テンセン）の協力により、特に公的部門の会

計において先進的な取り組みがなされてい

るオーストラリアの実情について、情報収集

を行った。 

2 年度目の平成 23 年度は、前年度に行った

資料収集、他国の状況との比較検討をもと

に、必要に応じて追加的資料収集を行うとと

もに、国内状況について調査を行った。あわ

せて、前年度の研究成果による論文発表も順

次行っている。 

特に平成 23 年度には、国際監査基準が実

務上適用される場合に問題となる要素、特に

国際会計基準に盛り込まれており、あるいは

今後議論となるもののうち、監査上問題点と

なり、かつ公監査においても影響を及ぼすで



あろう個別項目について検討している。それ

は具体的には、財務諸表外で行われる開示情

報の監査(保証)、不正や違法行為に対する監

査、無形資産・無形項目の監査、監査人の倫

理等の諸問題である。 

続く平成24年度は、研究の最終年度である

ため、前年度までの国内外の実態調査および

収集した資料をふまえ、追加的な政府・非営

利組織監査基準等に関する資料収集を行うと

共に、研究の総括を行っている。ここでは前

年度までの研究による成果が論文の形で発表

されるとともに、地方公共団体の監査が、保

証としての国際的な要件を満たすものかにつ

いても、研究の総合の観点から研究論文を執

筆している。 

 

平成 22 年 6 月 地方公共団体を中心とし

た公的部門の組織および基準設定諸機関（日

本公認会計士協会等）についての資料収集に

かかる準備作業。 

  平成 22 年 7・8月 資料等の収集、一部研

究の発表の準備。これまでの研究と、本研究

との関係から、監査における不正問題につい

て論文発表。 

 平成 22 年 9 月 予備調査の開始。実地調

査対象の選択。 

 平成 22 年 10 月 専門家の意見聴取等、実

地調査についての研究打ち合わせ、学会等へ

の参加および研究報告。オーストラリアを中

心とした外国については、海外共同研究者

（クリステンセン）の協力を得る。 

 平成 22 年 11 月 研究遂行の打ち合わせ、

資料収集と分析 

 平成 22 年 12 月 実地調査。特に日本にお

ける国際監査基準への対応状況（現状）につ

いての検討。監査人の倫理について、その教

育面からの研究報告。 

 平成23年１月～5月 研究成果の分析と検

討。平成 22 年度の研究成果について論文執

筆（以降、順次公刊）。 

平成 23 年 6 月 前年度成果の分析と追加

調査等の計画、研究報告に向けた準備。 

  平成 23 年 7 月 必要資料等の収集（調査

を含む）、監査人の倫理について学会に於い

て研究報告。 

 平成 23 年 8 月 必要資料等の収集（調査

を含む）。 

 平成 23 年 9 月 公的部門の監査の問題点

について、事例を通じて国際会議(韓国・大

邱)において研究報告。 

 平成 23年 10月 研究報告に基づいた論文

等の執筆（以降、順次公刊）。 

 平成 23 年 11 月・12 月 次年度に向けた研

究遂行について検討、専門家からの助言を得

る。予備調査。 

 平成24年１月～5月 研究成果の分析と検

討と追加調査等の計画、研究成果の執筆(以

降順次公刊)。 

  平成24年6月 国際カンファレンス（アメ

リカ・ボストン）への出席。 

 平成24年7～10月 必要資料等の追加収集、 

学会等への参加、一部の研究報告（日本監査

研究学会における課題別研究部会中間報告と

して報告）。 

  平成24年11月～平成25年3月 研究成果

の総括、まとめ、今後の論文等の執筆準備（平

成25年度において順次執筆・公刊予定）。 

 
４．研究成果 

 本研究では、会計・監査の国際化の進展の

中で、わが国にはまだ存在していない一般的

な公監査基準（なかんずく、地方公共団体の

監査基準）にかかる国際化がどのような影響

を及ぼすのかについて包括的な検討が加え

られた。本研究では、特に国際監査基準の民

間部門での適用が研究の進展と同時並行で

行われたことにより、研究としては先駆的で



あったが民間部門において国際監査基準の

適用の結果がどのような実務的結果をもた

らしたかについてはデータが得られないと

ころであった。このため、本研究では国際会

計基準の適用に伴う監査問題を洗い出し、中

でも公的部門に影響を及ぼす可能性が大き

いものについて検討している。これらについ

て、将来的に監査基準上一定のインパクトを

持ちうる要素として析出した。 

これらは一般的な基準モデルを策定する

際に重要なポイントとなる。また、わが国の

地方公共団体の監査制度を国際基準におけ

る保証の観点から検討し、その問題点と今後

のあり得べき展開を示した。地方公共団体の

監査制度は、地方自治法上定められており、

これは本研究の進行中に改正も予想されて

いたが、実際にはそのようにはならず、商務

省において継続的に検討されているところ

である。したがって、本研究の成果と、今後

のわが国の制度変化との対応については今

後追加的な研究が必要と考えられる。 
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